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東海村選挙管理委員会 

 

１ 開催日時 平成２６年１０月１４日（火） 

午前９時３０分から午前１０時３０分まで 

 

２ 開催場所 東海村役場会議室４０３ 

 

３ 会議に付議した事件 

議案第２８号 茨城県議会議員一般選挙における投票所の場所の指定に 

ついて 

議案第２９号 茨城県議会議員一般選挙における選挙期日当日の投票所 

を閉じる時刻の繰上げについて 

議案第３０号 茨城県議会議員一般選挙における期日前投票所の場所の 

指定について 

議案第３１号 茨城県議会議員一般選挙における選挙立会人を定めるく 

じ執行の場所及び日時の決定について 

議案第３２号 茨城県議会議員一般選挙における選挙公報の配布方法に 

ついて 

議案第３３号 茨城県議会議員一般選挙における期日前投票所，不在者 

       投票記載所及び投票所の氏名等掲示の掲載の順序を定め 

るくじ執行の日時及び場所の指定について 

議案第３４号 茨城県議会議員一般選挙における投票所入場整理券の交 

付方法について 

議案第３５号 茨城県議会議員一般選挙における不在者投票用紙等の郵 

送等による交付開始日の決定について 

議案第３６号 茨城県議会議員一般選挙における那珂郡選挙区選挙長の 

事務を行う場所の決定について 

議案第３７号 茨城県議会議員一般選挙における選挙人名簿の縦覧場所 

の指定について 

議案第３８号 茨城県議会議員一般選挙における選挙会参観人の入場制 

限について 

議案第３９号 茨城県議会議員一般選挙における選挙啓発方法の決定に 

ついて 

議案第４０号 東海圷土地改良区総代総選挙における選挙期日，投票の時 

間，選挙期日の告示日及び選挙すべき総代の数の決定につ 

いて 

議案第４１号 東海圷土地改良区総代総選挙における選挙長及び同職務 
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代理者の選任について 

議案第４２号 東海圷土地改良区総代総選挙における選挙長の事務を行 

う場所の決定について 

議案第４３号 東海圷土地改良区総代総選挙における選挙会の日時及び 

場所の指定について 

議案第４４号 東海圷土地改良区総代総選挙における選挙立会人の選任 

について 

議案第４５号 東海圷土地改良区総代総選挙における投票用紙の様式の 

決定について 

議案第４６号 東海圷土地改良区総代総選挙における投票記載所内の氏 

名等掲示について 

議案第４７号 東海圷土地改良区総代総選挙における入場券の配布方法 

について 

議案第４８号 在外選挙人名簿の登録の抹消について 

 

４ 出席委員は次のとおりである。（４名） 

 委員長  本多 喜久男   委員長職務代理者  大友 捷夫 

委 員  伊藤 究     委 員  菊池 等 

 

５ 欠席委員は次のとおりである。（０名） 

 

６ 説明のため会議に出席した者は次のとおりである。 

東海村選挙管理委員会事務局 

書記長  佐藤 文昭  書記長補佐 小川 直也 

書 記  草山 尚拓 

 

７ 会議の書記は次のとおりである。 

   同上 

 

８ 本会議における議題及び議事の大要は次のとおりである。 
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開会 午前９時３０分 

 

○本多委員長  本日は，お忙しい中御出席いただきましてありがとうございま

す。昨夜から今朝にかけては台風が列島を縦断し，本村でも避難所が開設され

るなど，職員の皆さんも対応に追われたのではないかと思います。幸い本村で

の被害は耳にしておりませんが，２週連続の台風上陸に御嶽山の噴火等，続く

天災に心が痛むところです。一方でノーベル賞受賞のニュース等，明るい話題

が報じられることにほっとしています。 

さて，今回の議案にもありますように，茨城県議会議員一般選挙が２ヶ月先

に迫りました。事務局の皆様にはお忙しいことと存じますが，抜かりない準備

をよろしくお願いいたします。 

さて，ただ今の出席委員は４名であり，地方自治法第１８９条第１項に規定

する定足数に達しておりますので，東海村選挙管理委員会規程第１２条の規定

により選挙管理委員会を開催いたします。 

 

 

○本多委員長  本日の議案は，茨城県議会議員一般選挙に係るもの１２件と，

東海圷土地改良区総代総選挙に係るもの８件，在外選挙人名簿に係るもの１件

で，お手元に配布しましたとおりでございます。 

それでは，「議案第２８号 茨城県議会議員一般選挙における投票所の場所の

指定について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

○小川書記長補佐  議案第２８号は，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第３９条の規定により，平成２６年１２月１４日執行の茨城県議会議員一般選

挙当日の投票所の場所を指定するものです。今回指定する投票所については，

直近に執行した昨年９月８日執行の茨城県知事選挙及び東海村長選挙におけ

る投票所と変更はありません。 

 

 

○本多委員長  ただ今，「議案第２８号 茨城県議会議員一般選挙における投

票所の場所の指定について」事務局から説明がありましたが，質疑がありまし

たらお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

○本多委員長  議案第２８号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 
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（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第２８号は，原案のとおり可決されました。 

 

 

○本多委員長  続いて，「議案第２９号 茨城県議会議員一般選挙における選

挙期日当日の投票所を閉じる時刻の繰上げについて」事務局より説明をお願い

いたします。 

 

 

○小川書記長補佐  議案第２９号は，●●●● 

 

 

○本多委員長  ただ今，「議案第２９号 茨城県議会議員一般選挙における選

挙期日当日の投票所を閉じる時刻の繰上げについて」事務局から説明がありま

したが，質疑がありましたらお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

○本多委員長  議案第２９号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 

 

（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第２９号は，原案のとおり可決されました。 

 

 

○本多委員長  続いて，「議案第３０号 茨城県議会議員一般選挙における期

日前投票所の場所の指定について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

○小川書記長補佐  議案第３０号は，公職選挙法第４８条の２第３項において

読み替えて準用する同法第３９条の規定により茨城県議会議員一般選挙にお

ける期日前投票所の場所を指定するものです。今回もこれまでと同様，東海村

役場を期日前投票所とし，期間は告示日翌日の平成２６年１２月６日から執行

日前日の１２月１３日までとなります。 
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○本多委員長  ただ今，「議案第３０号 茨城県議会議員一般選挙における期

日前投票所の場所の指定について」事務局から説明がありましたが，質疑があ

りましたらお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

○本多委員長  議案第３０号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 

 

（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第３０号は，原案のとおり可決されました。 

 

 

○本多委員長  続いて，「議案第３１号 茨城県議会議員一般選挙における選

挙立会人を定めるくじ執行の場所及び日時の決定について」事務局より説明を

お願いいたします。 

 

 

○小川書記長補佐  議案第３１号は，公職選挙法第７６条において読み替えて

準用する同法第６２条第２項及び第４項の規定により，茨城県議会議員一般選

挙における選挙立会人を定めるくじ執行の場所及び日時の決定について定め

るものです。 

  選挙立会人の届出は平成２６年１２月１１日午後５時までで 

 

 

○本多委員長  ただ今，「議案第２３号 直接請求の法定数の告示について」

事務局から説明がありましたが，質疑がありましたらお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

○本多委員長  議案第２３号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 

 

（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第２３号は，原案のとおり可決されました。 
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○本多委員長  続いて，「議案第２４号 平成２６年９月における選挙人名簿

に係る縦覧について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

○山口書記  議案第２４号は，公職選挙法第２３条第１項の規定により平成２

６年９月２日に選挙人名簿に登録した者の氏名，住所及び生年月日を記載した

書面について，東海村役場総務部総務課において，平成２６年９月３日（水）

から平成２６年９月７日（日）までの期間，午前８時３０分から午後５時まで

縦覧に供するものです。 

 

 

○本多委員長  ただ今，「議案第２４号 平成２６年９月における選挙人名簿

に係る縦覧について」事務局から説明がありましたが，質疑がありましたらお

願いします。 

 

（質疑なし） 

 

○本多委員長  議案第２４号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 

 

（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第２４号は，原案のとおり可決されました。 

 

 

○本多委員長  続いて，「議案第２５号 平成２６年９月における在外選挙人

名簿に係る縦覧について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

○山口書記  議案第２５号は，公職選挙法第３０条の７第１項の規定により在

外選挙人名簿に登録した者の氏名，経由領事官の名称，最終住所及び生年月日

を記載した書面について，東海村役場総務部総務課において，平成２６年９月

３日（水）から平成２６年９月７日（日）までの期間，午前８時３０分から午

後５時まで縦覧に供するものです。 

 

 

○本多委員長  ただ今，「議案第２５号 平成２６年９月における在外選挙人

名簿に係る縦覧について」事務局から説明がありましたが，質疑がありました
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らお願いします。 

（質疑なし） 

 

○本多委員長  議案第２５号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 

（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第２５号は，原案のとおり可決されました。 

 

 

○本多委員長  続いて，「議案第２６号 裁判員候補者予定者名簿の調製につ

いて」事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

○山口書記  議案第２６号は，裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成

１６年法律第６３号）第２１条第１項の規定により，平成２７年に必要な裁判

員候補者の予定者をくじにより選定し，同条第２項の規定により，裁判員候補

者予定者名簿を調製するものです。なお，本村の割当員数につきましては，平

成２６年６月１日現在により選挙人名簿の登録が行われた日において本村の

選挙人名簿に登録されている者の数に基づき，同法第２０条第１項の規定によ

り，水戸地方裁判所長から別紙のとおり（記載略）４８名を選出するよう通知

を受けております。 

  それでは，本多委員長にくじの執行をお願いいたします。 

 

（くじの執行） 

 

○山口書記  ただ今，くじが執行され，４８名の裁判員候補者予定者が選定さ

れました。それでは裁判員候補者予定者名簿を回覧いたします。 

 

 

○本多委員長  （名簿を回覧後）ただ今，「議案第２６号 裁判員候補者予定

者名簿の調製について」事務局からの説明とくじの執行を行いましたが，質疑

がありましたらお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

○本多委員長  議案第２６号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 
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（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第２６号は，原案のとおり可決されました。 

 

○本多委員長  続いて，「議案第２７号 検察審査員候補者予定者名簿の調製

について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

○山口書記  議案第２７号は，検察審査会法（昭和２３年法律第１４７号）第

１０条第１項の規定により，平成２７年に必要な検察審査員候補者の予定者を

くじにより選定し，同条第２項の規定により，検察審査員候補者予定者名簿を

調製するものです。なお，本村の割当員数につきましては，平成２６年６月１

日現在により選挙人名簿の登録が行われた日において本村の選挙人名簿に登

録されている者の数に基づき，同法第９条第１項の規定により，水戸検察審査

会事務局長から別紙のとおり（記載略）１３名を選出するよう通知を受けてお

ります。 

  それでは，本多委員長にくじの執行をお願いいたします。 

 

（くじの執行） 

 

○山口書記  ただ今，くじが執行され，１３名の検察審査員候補者予定者が選

定されました。それでは検察審査員候補者予定者名簿を回覧いたします。 

 

 

○本多委員長  （名簿を回覧後）ただ今，「議案第２７号 検察審査員候補者

予定者名簿の調製について」事務局からの説明とくじの執行を行いましたが，

質疑がありましたらお願いします。 

 

○伊藤委員  水戸検察審査会事務局長からの通知中，１３名の内訳として，第

１群から第３群までが各３名，第４群が４名とあるが，各群はどのようなもの

か。 

 

○山口書記  任期の始期を示しています。検察審査員の任期は６ヶ月ですが，

このうち第１群は２月から，第２群は５月から，第３群は８月から，第４群は

１１月からとなり，検察審査員に選任された場合，水戸検察審査会において４

つのグループに分けられます。 
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○本多委員長  議案第２７号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 

 

（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第２７号は，原案のとおり可決されました。 

 

 

○本多委員長  その他としまして，事務局から何かありますか。 

 

○山口書記  茨城県選挙管理委員会によりますと，９月１１日の定例選挙管理

委員会において茨城県議会議員一般選挙の日程を定める予定とのことです。こ

れに伴い，今後，本選挙に係る選挙管理委員会を開催することとなりますが，

今年は東海圷土地改良区総代総選挙も予定されており，次回の選挙管理委員会

では総代総選挙に係る議案も併せて付議したいと考えております。 

  このことから，次回の選挙管理委員会につきましては，９月下旬以降，１０

月中旬頃の間で改めて日程を調整させていただきたいと思いますので，よろし

くお願いいたします。 

 

 

○本多委員長  以上で会議に付議されました事件は全て終了いたしました。 

これをもちまして，選挙管理委員会を閉会といたします。 

 

閉会 午前１０時１０分 

 


